
「生鮮食品」と「加工食品」の整理に関する 
実態把握について 

平成26年２月19日 
消費者庁食品表示企画課 
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資料２ 



概要 

前回の調査会において、当庁からお示しした「生鮮食品」と「加工食品」の整理
に関して、座長から、当該整理の結果どのような影響が生じるかについての調
査要請があったことから、下記により、食品表示に関する実態把握を行った。 
 
 
【方法】委員が所属する、事業者及び消費者の観点からの表示の実態に詳し
い団体に対し、質問をし、回答をいただいた（質問は10頁以降に掲載）。 
【御協力いただいた委員（50音順。敬称略。）】 
池原委員（一般財団法人食品産業センター企画調査部次長） 
鬼武委員（日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部長） 
河野委員（一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長（共同代表）） 
立石委員（ＪＡ全農 食品品質・表示管理部長） 

宮地委員（日本チェーンストア協会 食品委員会委員） 
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当庁の案【前回提出資料より】 
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（ⅱ）食品衛生法における簡易な調理、加工のみが施された食品（※）の取扱い 
  ⇒ 食品衛生法規定の食品でないもののうち、食品表示法上「加工食品」と整理するものについて

は、現行のＪＡＳ法に定める表示事項に加え、新たに、衛生上の観点から必要とされる事項（ア
レルギー表示、製造所（加工所）の所在地及び製造者（加工者）の氏名等）を記載することとする。 

※ 食品衛生法における簡易な調理、加工 
細切、軽度の撒塩（例：概ね魚肉中の塩分濃度が３％程度以下のもの）、生干し（例：概ね魚肉中の水

分が50％以上のもの）、湯通し（例：表面の処理のみ）、調味料等により、簡単な加工等を施したもの 
＜具体例＞ 
・ 塩干、塩蔵魚介類（軽度の撤塩、合塩等をしたもので、生鮮又は生干しのもの） 
・ 乾燥した野菜、果実、魚介類及び海そう類  等 

  

 軽度の撒塩（例：概ね魚肉中の塩分濃度が３％程度以下のもの）、生干し（例：概ね魚肉中の水分が50％以上のも
の）、湯通し（例：表面の処理のみ）、調味料等により、簡単な加工等を施したもの 

  例① ドライマンゴー 
例② 撤塩した切り身の 

鮮魚介類 

食品衛生法  1条1項11号ロの加工食品としては扱われない 表示義務なし 
対象食品（切り身の鮮魚介類

として表示義務あり） 

ＪＡＳ法  「加工食品」に該当 
表示義務あり 
（加工食品） 

表示義務あり 
（加工食品） 

食品表示法  「加工食品」に該当 
表示義務あり 
（加工食品） 

表示義務あり 
（加工食品） 

現行のＪＡＳ法に定める表示事項に加え、新たに、衛生上の観点から必要
とされる事項を表示。 
（アレルギー表示、製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名等
の表示義務が新たに課されることとなる。） 
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現行のＪＡＳ法に規定されている食品の取扱い（異種混合について） 

 
 

食品表示基準において、「製造」と「加工」の定義は、ＪＡＳ法における定義を採用するた
め、「加工食品」と「生鮮食品」に該当する食品の考え方は、原則として、ＪＡＳ法と同様 

 ＪＡＳ法においては、生鮮食品である複数の種類の農産物、畜産物又は水産物を切断し、混ぜ
合わせたものは、「加工食品」とされている。 
＜例＞サラダミックス、炒め物ミックス、合挽肉、焼肉セット、刺身盛り合わせ、鍋物セット等 

【生鮮食品品質表示基準Ｑ＆Ａ 問17,24,34等を参照】 

現行の考え方 

【異種混合（※）について】 

現行の取扱いにおいては、 
・ 異種混合した食品について一部の消費者等の感覚とズレが生じていること 

例えば、単品又は同一の種類の混合品は「生鮮食品」で、異種混合された食品は「加工食品」とされていることについて、消
費者からすれば同じ「刺身」という食品にもかかわらず、表示事項が異なっていること。 

・ 食品の多様化によって、その食品本来の特性になじまない食品区分となっているものがあること 
例えば、ベビーリーフは複数種類の幼葉を混ぜ合わせたものであるが、幼葉を摘み取った状態のまま袋詰めしており、個々

の幼葉の原形が分かり、判別することができるため、「生鮮食品」に該当する。しかしながら、当該食品は、カット野菜に似たも
のであり、その食品の特性等からは「原材料」等の「加工食品」としての情報が求められると考えられること。 

課題 

※異種混合とは、複数の生鮮食品（野菜、食肉又は魚）を切断した上で混ぜ合わせたもの 

⇒ このことから、「異種混合」の扱いについて見直すこととしたい。 
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異種混合の食品については、 
① 焼肉セットや刺身盛り合わせのように、各々の生鮮食品を単に組み合わせたり
盛り合わせただけで、ばらばらに飲食、調理等されることが想定されるもの 

② サラダミックスや合挽肉のように、各々の生鮮食品が混合されて、１つの商品と
してそのまま飲食、調理等されることが想定されるもの 

に分けて整理することが可能 

○ 上記①は、それ自身が一つの商品というよりは、各々の食品が独立した形態を
保っている。そのため、製造又は加工の工程を経ていない食品の特性等と同様に、
比較的容易にその食品の情報が得られる。 

○ 一方、上記②は、それ自身が一つの商品というべきものであり、少なくとも「新たな
属性の付加」は生じている。そのため、「原材料」や「期限表示」等の情報が一見した
だけでは得られにくく、製造又は加工の工程を経た加工度の高い食品の特性等と同
様により多くの情報が必要となる。 

 
⇒ このことから、食品表示基準においては、 

①は「生鮮食品」 
②は「加工食品」 

の食品区分とする。 

「異種混合」の取扱い 
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食品表示基準と現行の比較（異種混合について） 

 
 

単品又は同一の種類の農産物、畜産
物又は水産物を切断して混合 

複数の種類の農産物、畜産物又は水産
物を切断して混合 

容器包装され、製造場所
以外で販売されるもの 生鮮食品 加工食品 

単品又は同一の種類の農産物、畜産
物又は水産物を切断し、合わせたもの 

複数の種類の農産物、畜産物又は水産
物を切断し、合わせたもの 

組合せ、盛り合わせ 混合 組合せ、盛り合わせ 混合 

容器包装され、製造場所
以外で販売されるもの 生鮮食品 生鮮食品 生鮮食品 加工食品 

食品表示基準 

現行 
異種混合 

異種混合 
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【名称、原産地】 
ブリ マダイ イカ 

 富山沖 愛媛県  ペルー 
【解凍、養殖】 養殖 解凍 
【生食用である
かないかの別】 

生食用 

【消費期限】 ○年○月○日 
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 
【製造所等の所
在地及び名称】 

○○食品株式会社 ○県○市 

凡例： 

名称 刺身盛り合わせ（生食用） 

原材料名 ブリ、マダイ、イカ 

内容量 ２人前 

消費期限 ○年○月○日 

保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 

加工者 ○○食品株式会社 ○県○市 

現行における異種混合の食品の具体的な表示例 

 
 

具体例 

食品表示基準 現行 

変更
あり 

生鮮食品の
個別的事項 

生鮮食品の
横断的事項 

水産物 
又は 

切り身若しく
はむき身にし
た鮮魚介類と
して必要な表

示 

加工食品の
横断的事項 

加工食品 生鮮食品 

名称 カットフルーツ盛り合わせ 

原材料名 パイナップル、イチゴ、ブドウ 

内容量 ３人前 

消費期限 ○年○月○日 

保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 

加工者 ○○食品株式会社 ○県○市 

変更
あり 

加工食品 

【名称、原産地】 
パイナップル（沖縄県）、イチゴ（栃木
県）、ブドウ（山梨県） 

生鮮食品 
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凡例： 

名称 カット野菜ミックス 

原材料名 キャベツ、タマネギ、ニンジン 

内容量 250ｇ 

消費期限 ○年○月○日 

保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 

加工者 ○○食品株式会社 ○県○市 

 
 

具体例 

食品表示基準 現行 

変更
なし 

生鮮食品の
個別的事項 

生鮮食品の
横断的事項 

加工食品の
横断的事項 

名称 カット野菜ミックス 

原材料名 キャベツ、タマネギ、ニンジン 

内容量 250ｇ 

消費期限 ○年○月○日 

保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 

加工者 ○○食品株式会社 ○県○市 

加工食品 

名称 バーベキューセット 

原材料名 
牛カルビ、豚バラ、牛タン、タマネギ、ニ
ンジン、ピーマン 

内容量 ３人前 

消費期限 ○年○月○日 

保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 

加工者 ○○食品株式会社 ○県○市 

変更
あり 

食肉として
必要な表示 

加工食品 

加工食品 

【名称、原産地】 

牛カルビ・牛タン（オーストラリア産）、
豚バラ（国産）、タマネギ（北海道産）、
ニンジン（千葉県産）、ピーマン（茨城
県産） 

【消費期限】 ○年○月○日 
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下で保存すること） 
【製造所等の所
在地及び名称】 

○○食品株式会社 ○県○市 

生鮮食品 
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いただいた御意見 
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【質問１】当庁提出資料17頁における上記整理の結果、同頁で例示しているドライマンゴーの例の 
ように新たに義務が課される食品について、事業者の方の実行可能性の観点から問題があれば、 
具体的に記載してください。 

【主な御意見等】 
 
 
●調査したところ、簡易な調理、加工が施されたもの（塩干・塩蔵魚介類、乾燥した野菜・果実など）においてはＪＡＳ 
法による表示のほか、食品衛生法上で必要とする表示事項の記載もされている現状が見られ、実行可能性に大きな 
問題はないものと思われた。 

（日本生活協同組合連合会） 
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【質問２】当庁提出資料20頁においては、「異種混合」に関して、 
・各々の生鮮食品を単に組み合わせたり盛り合わせただけで、ばらばらに飲食、調理等することが想 
定されるもの（例：焼肉セットや刺身盛り合わせ）は「生鮮食品」 
・各々の生鮮食品が混合されて、１つの商品としてそのまま飲食調理等されることが想定されるもの 
（例：サラダミックスや合挽肉）は「加工食品」 
と整理しています。同資料22頁及び23頁のカットフルーツ盛り合わせや刺身盛り合わせ、バーベ 
キューセットのように、上記の整理に従うと加工食品から生鮮食品に区分が変わる食品について、事 
業者の方の実行可能性の観点から問題があれば、具体的に記載してください。 

【主な御意見等】 
 
 
●アウトパックでは、計画的に原料を仕入れ、表示する仕組みができているところもあり、対応は不可能ではない。 

（日本生活協同組合連合会） 
 
 
●（焼肉セット等の食肉については、）区分が加工食品から生鮮食品に変わるとしても、大手企業では、必要表示は
できると思う。生鮮食品に区分が変更されると思われる食肉は、加工度が低いものとして、従来から加工食品の原料
原産地表示の対象であるものと考えられる。 

（一般財団法人食品産業センター会員） 
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【主な御意見等（前頁の続き）】 
 

●課題はあるが、対応は不可能ではない。 
 
・刺身盛り合わせの場合 
 店舗バックヤードで盛り付ける場合、手間は増えるが、ボード等に掲示するなどで対応は可能。パックセンターなどで加工する場合、原材料の産地
が複数になる場合は、「加工ロットの中で多い順に複数表示」を可能にする必要がある。産地を記載する際、日によって産地が変更になるので、都度
修正が必要となる。 
 
・真鱈鍋セット（野菜入り）の場合 
 店舗バックヤードで盛り付ける場合、現行「真鱈」の「養殖」「解凍」は表示していない。野菜の産地を記載する際、日によって産地が変更になるので、
都度修正が必要となる。パックセンターなどで加工する場合も同様に産地名の修正が必要。 
 
・牛、豚、野菜焼肉セットの場合 
 店舗バックヤードで盛り付ける場合牛、豚は問題なく表示可能。野菜の産地を記載する際、日によって産地が変更になるので、都度修正が必要とな
る。パックセンターなどで加工する場合も同様に産地名の修正が必要。 
  
 しかしながら、消費期限等の情報提供は消費者にとって有益であり、異種混合は加工品に分類することが望ましい
ことから、具体的に、次のとおり提案。 
（１）「生鮮食品」と「加工食品」の区分は、食品衛生法で規定される14品目を加工食品品質表示基準（別表１）に加え 
 整理し直すことを基本にする。 
（２）ただし、生鮮食品の異種混合については、現行の第4条（８）とは区分し、使用される原材料の表示対象に、50％ 
 ルールは適用せず、すべて原料原産地表示の対象とする。この場合、「国産品」にあっては、「国産である旨」を「輸 
 入品」にあっては「原産国名を記載するルール」を一部見直し、「輸入品」もしくは「海外産」との表記についても認め 
 るとすればよい。事業者の実行可能性の観点からみた場合、原産地表示の義務対象を、重量順で4位までを必須す 
 る考え方としてはどうか。 

（ＪＡ全農。詳細は別紙１を参照。） 
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【主な御意見等（前頁の続き）】 
 
●生鮮食品を組み合わせた商品の場合、以下の事例のように最終商品が生鮮食品なのか加工食品なのかを判断す
ることが難しいものが多数あり、混乱を招く懸念がある。また、刺身の盛り合わせにおいても、生マグロ（生鮮食品）と
蒸しだこ（加工食品）を混合するような商品もあるため、同じ刺身の盛り合わせでも「生鮮食品のみの異種混合の場
合」は生鮮食品となり、「生鮮食品と加工食品の異種混合の場合」は加工食品になるものと考えられる。 
 現行のJAS法における加工食品と生鮮食品の区分は、個別の事例の多様性を十分に踏まえて異種混合は加工食品

としており、飲食や調理の仕方によって加工食品と生鮮食品とを区分することには違和感があり、混乱を生じかねな
い。 
 したがって、複数混合の食品は現行どおり加工食品とすべきであり、複数混合の食品を生鮮食品と加工食品に区分
すること自体を慎重に検討していただきたい。 
 
（１）いわゆる「のっけ盛り」の例（飲食の時点を想定すれば加工食品と考えられる例） 
 「トレイに野菜と刺身を別々に盛り合わせ、食べる際に添付のタレをかけて混ぜて食べる商品」や「トレイに野菜を敷き、その上に刺身を盛って食べ
る際に添付のタレをかけて食べる商品」等々、同じ「のっけ盛り」のような商品であっても消費者に提供する商品は多種多様であり、加工食品か生鮮
食品かの判断がきわめて難しい商品がある。そもそも判断が難しい食品の区分については、個別の事例の多様性を十分に踏まえて慎重に検討して
いただきたい。 
 
（２）刺身の盛り合わせの例 
 刺身の盛り合わせを生鮮食品とした場合、名称、原産地、養殖、解凍の表示が必要になるが、現場では決まった魚種・産地のもののみを盛り合わ
せるわけではなく、その日の魚の入荷状況や鮮度、品質により、盛り合わせの構成や産地が変わってくる。１日の中で、同じ魚種であっても産地や、
養殖か否か、解凍か否かで異なったものを原料として盛り合わせる場合もある。入荷の状況などによって原産地は日々刻々変更が生じる上に、複数
の魚種を提供しようとして、2点盛り、5点盛り、10点盛りと盛り合わせの点数が増えるにつれて魚種と原産地の組み合わせはさらに多種多様となる。   
 これらの原産地を容器包装（商品ラベル）に表示する場合には、システム上事前登録が必要であり、その膨大な組み合わせ数から、技術的にも作
業的にも対応はほとんど不可能であるといわざるを得ない。個々の容器包装に正確な表示を行うことは困難であり、現状行われているようなボードに
よる表示は現実的かつ有効な対応であると考えられる。「加工食品品質表示基準改正（原料原産地表示等）に関するQ&A」に基づくこれまでの取り組
みの成果を踏まえて、現実的な対応としてボード等に表示することも可能になるように柔軟な対応を確保していただきたい。 
 さらに、刺身のツマの取扱いについても、「生鮮食品品質表示基準Q&A」も十分に踏まえて、主原料以外への表示については拙速に適用されること
のないように慎重に検討いただきたい。 
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【主な御意見等（前頁の続き）】 
 
 
※ 加工食品と生鮮食品の区分についての考え方について（再掲） 
 原則としてJAS法の考え方と同様とするということであれば、これまでの考え方に沿って整理を行うことが基本例えば「調整」とはどこまでの工程を指

すのか判断が難しいケースもあり、新しい整理によって加工食品と生鮮食品の線引きが難しい対象食品が出てくることも想定される。加工食品と生鮮
食品の区分にあたってはこれまでの考え方を尊重しつつ、Q&Aの内容を拡充してその中で具体的に例示するなどの柔軟かつ現実的な対応を確保し
ていただきたい。 
 
※ その他（再掲） 
 実際に店内加工する食品に貼付するラベルには、ソフトウェア、ハードウェア双方から一定の制約があり、これらを考慮しないままに表示事項の議
論が進んでも現実的ではないものと考えられる。 
 一括欄への表示か、複数箇所または複数媒体への表示か、文字のポイントはどこまで拡大するのか、その際に表示の優先順位をどのように考える
かなどの多様な観点を踏まえた議論が必要であり、このような具体的な表示媒体、表示方法を考慮した包括的な議論に早期に取り組んでいただきた
い。 
 

（日本チェーンストア協会。詳細は別紙２を参照。） 
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【主な御意見等（前頁の続き）】 
 
●インストア加工（店内で処理して販売）では難しいものがある。生鮮への区分変更をすることによって、産地表示を
することになることから、インストア加工では①商品の柔軟性がなくなり、品揃えが乏しくなる②管理が難しくなることか 
らラベルの真正性が保てない③無理に表示に合わせようと商品仕入れを固定してしまうと、価格が上昇するかもしれ
ないし、効率の低下からロス率の上昇や鮮度が低下することも考えられる。 
 
・具体的事例①（商品の柔軟性について） 
午前中は材料がたくさんあり、対応は可能かもしれない。しかし、夕方になるほど、店内在庫の中で作ることになるので管理が難しくなる。例えば、「ま
ぐろ、いか、タイ」の３点盛りを作った場合、原料の柵は同じ産地だが、例えば「紋甲いか」がなくなって「するめいか」を使うこともある。となると、当然産
地は違ってくる。マグロも同じく、メバチマグロの代わりにビンチョウマグロを使うこともあるかもしれない。さらに、マグロが足らなくなれば、「かんぱち、
いか、タイ」になるかもしれない。現場では様々な調整を行っている。 
 
・具体的事例②（真正性の確保） 
こまかな切り替えに正しいラベルを発行できるのかという点においてはかなり難しい状況がある（ラベル発行や人員の問題）。また、表示するとなると、
表示の根拠を記録として残す必要が発生する。いつ、どんな商品に、どの産地の何を入れたか、その商品をいくつ作ったかを記録して、行政の立入
調査に耐えるようなものを残しておくことは、現状では難しいものがある。 
 
・具体的事例③（仕入れ原価の上昇、鮮度の低下） 
店では冷蔵庫に在庫を残さないように、売り場の状況を確認しながら商品を作っている。大手流通であるならば、産地を指定して大量仕入れする力が
あるかもしれないが、そうでないところもある。店ごとに産地も違うのであれば、中央でコントロールすることは不可能。個人商店（魚屋）であれば、さら
に管理は複雑と思われる。場合によっては無理に表示に合わせようと商品仕入れを固定してしまうと、価格が上昇するかもしれないし、効率の低下か
らロス率の上昇や鮮度が低下することも考えられる。 

（日本生活協同組合連合会） 
 
 

第２回生鮮・業務用調査会 資料３－２ 16頁より 

16 



【質問３】当庁提出資料20頁においては、「異種混合」に関して、 
・各々の生鮮食品を単に組み合わせたり盛り合わせただけで、ばらばらに飲食、調理等することが想 
定されるもの（例：焼肉セットや刺身盛り合わせ）は「生鮮食品」 
・各々の生鮮食品が混合されて、１つの商品としてそのまま飲食調理等されることが想定されるもの 
（例：サラダミックスや合挽肉）は「加工食品」 
と整理しています。同資料22頁及び23頁のカットフルーツ盛り合わせや刺身盛り合わせ、バーベ 
キューセットのように、上記の整理に従うと加工食品から生鮮食品に区分が変わる食品について、消 
費者の方が食品を摂取する際の安全性の確保又は選択の機会の確保の観点から表示の問題点が 
あれば、具体的に記載してください。 

【主な御意見等】 
 
●カットフルーツ盛り合わせについては、これまで加工食品として義務付けられていた表示項目（内容量、消費期限、
保存方法、加工者）は必要。特に消費期限、保存方法、加工者の情報は安全性確保の観点から、必須である。カット
野菜、カットフルーツによる食中毒の報告は少なくなく、消費者が適正に使用し、事故が起こった時の加工者の名称・
連絡先も必要。 
  
※ バーベキューセットや刺身盛り合わせなど、肉類、魚介類を含む変更案に関しては、加工食品から生鮮食品に区
分が変更されることで、原産地表示の義務付けと、内容量表示が義務付けから外れるという事務局案に対しては、
消費者にとって必要な情報は異なるのでこれをどう受け止めるかは一様ではない。 
  
※ 同じ異種混合でも、「組み合わせ」と「混合盛り合わせ」によって、表示項目が異なるという区分が、消費者の観点
からは、わかりにくい。 

（一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局。詳細は別紙３を参照。） 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

平成 26 年 2 月 19 日 
「生鮮食品」と「加工食品」の区分に関する意見書 

 
委員 立石幸一 

１．「生鮮食品」と「加工食品」の区分について 

（１）生鮮食品と加工食品について、本来的には区分を行うことが難しい。「生鮮食品」

と「加工食品」の区分を「新しい属性の付加」で線引きするとの考え方が出された

が、食品衛生法での「形態の変化」を加工とする考え方とは、どこまでも矛盾が発

生する。 
（２）なぜなら、食品衛生法での加工の概念は、安全衛生上の観点から消費者に加工食

品として必要な表示情報が提供されることが望ましいとの理由から、JAS 法では生

鮮食品として扱われているものでも、食品衛生法上加工食品としての表示を必要と

して求めているからである。 
（３）結局、定義上での区分と実態を完全に一致させることは困難である。食品衛生法

上での「形態の変化」も「新たな属性の付加」に含まれると解釈すれば JAS 法上で

生鮮食品とされているもので、食品衛生法で加工食品としての表示が求められてい

るものは、加工食品品質表示基準（別表１）に加えることで実態との整合性がとれ

る。 
 
２．「異種混合」についての考え方 

単に組み合わされたり、盛り合わせただけで、ばらばらに飲食・調理等が想定され

るものは、今回生鮮食品と整理されたが、これらのものであってもカット等安全衛生

面で問題になる行為を行う場合もあり、加工食品であれば表示されていたはずの情報

が提供されないことにより安全衛生上のリスクが高まることとなる。消費者庁の提案

は、商品の外観から得られる情報を判断基準として分類しているが、外観ではわから

ない手が加えられる場合もありうる。カットフルーツの例では、混合することで衛生

上の劣化も単品の場合よりもすすむ場合もあり、消費期限等の情報提供は消費者にと

って有益である。従って、このような形態上の見かけの単純な分類は、食品衛生法的

な観点で必要とされる情報が抜け落ちることが懸念され、異種混合は加工品に分類す

ることが望ましい。 
 
３．「異種混合」の消費者感覚とのズレの原因はどこにあるか 

異種混合は、生鮮食品が原材料として使用されていてその内容が一見してわかる場合

が多いが、しかし、生鮮食品で義務づけられている原産地情報が、なぜ記載されていな

いのかという消費者からみて素朴な疑問がある。これは、異種混合品が、原料原産地の

対象外となっている商品が多くあるためであり、商品選択の際に必要とされる情報（消

第２回生鮮食品・業務用食品調査会 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

費者の知る権利）が阻害されている例が多く見受けられる。 
 

４．具体的な提案 

（１）「生鮮食品」と「加工食品」の区分は、食品衛生法で規定される 14品目を加工食

品品質表示基準（別表１）に加え整理し直すことを基本にする。 

（２）ただし、生鮮食品の異種混合については、現行の第 4 条（８）とは区分し、使用

される原材料の表示対象に、50％ルールは適用せず、すべて原料原産地表示の対象

とする。この場合、「国産品」にあっては、「国産である旨」を「輸入品」にあって

は「原産国名を記載するルール」を一部見直し、「輸入品」もしくは「海外産」との

表記についても認めるとすればよい。事業者の実行可能性の観点からみた場合、原

産地表示の義務対象を、重量順で 4位までを必須する考え方としてはどうか。 

 

【加工食品品質表示基準】の修正案 

第 4条(8) 原料原産地名 

カットした単品の生鮮食品、及び生鮮食品の異種混合品を除く 対象加工食品にあっては、主な原

材料（原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品（生鮮食品品質表示基準（平成 12 年 3 月 31

日農林水産省告示第 514号）第 2条に規定するものをいう。以下同じ。）で、かつ、当該割合が 50％以

上であるものをいう。以下同じ。）の原産地を、次に定めるところにより事実に即して記載すること。異

種混合品については、別途定める。 

ア  国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品

にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができる。 

(ア)農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名 

(イ)畜産物にあっては、主たる飼養地が属する都道府県名その他一般に知られている地名 

(ウ)水産物にあっては、生産（採取及び採捕を含む。）した水域の名称（以下「水域名」という。）、水

揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている

地名   

イ 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。 （以下略） 

（別項）生鮮食品の異種混合 

カットした生鮮食品、及び生鮮食品の異種混合品については、主な原材料（原材料に占め

る重量の割合が上位４位までの生鮮食品（生鮮食品品質表示基準（平成 12 年 3 月 31 日農林

水産省告示第 514 号）第 2条に規定するものをいう。以下同じ。）の原産地を、次に定めると

ころにより事実に即して記載すること。 

ア 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、

国産品にあっては、国産である旨の記載に代えて次に掲げる地名を記載することができ

る。・・・輸入品にあっては、重量の割合の１位と 2 位のものについては原産国名を必須とし、重

量順の 3位以下のものに限り、輸入品である旨の表示についても記載できる。 以下は（８）と同じ。 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

異種混合の食品の具体的な表示例① 

 
凡例： 

生鮮食品の横断的事項 生鮮食品の個別的事項 加工食品の横断的事項 

 

（消費者庁案） 

現行           加工食品  食品表示基準       生鮮食品 
名称 カットフルーツ盛合わせ  【名称、原産地】 

原材料名 パイナップル、イチゴ、ブ

ドウ 
 パイナップル（沖縄県）、イチゴ（栃木

県）、ブドウ（山梨県） 

内容量 3 人前     
消費期限 ○年○月○日     
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存す

ること） 
    

加工者 ○○食品株式会社 
○県○市 

    

 
 
 

（改定案） 

現行           加工食品  食品表示基準       加工食品 

名称 カットフルーツ盛合わせ  名称 カットフルーツ盛合わせ 
原材料名 パイナップル、イチゴ、ブ

ドウ 
 原材料名 ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ（国産）、イチゴ

（国産）、ブドウ（国産） 
内容量 3 人前  内容量 3 人前 
消費期限 ○年○月○日  消費期限 ○年○月○日 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存す

ること） 
 保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 

                       
 

変更あ

り 

変更あ

り 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

異種混合の食品の具体的な表示例② 

 
凡例： 

生鮮食品の横断的事項 生鮮食品の個別的事項 加工食品の横断的事項 

 

（消費者庁案） 

現行        加工食品  食品表示基準       生鮮食品 

名称 刺身盛合わせ  【名称】 ブリ マダイ イカ 
原材料名 ぶり、マダイ、イカ  【原産地】 富山沖 愛媛県 ペルー 

内容量 2 人前  【解凍養殖】  養殖 解凍 
消費期限 ○年○月○日  【生食の別】 生食用 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 【消費期限】 ○年○月○日 

【保存方法】 要冷蔵（10℃以下で保存） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 【製造所等

の所在地及

び名称】 

○○食品株式会社 
○県○市 

 

 
 

（改定案） 

現行        加工食品  食品表示基準       加工食品 

名称 刺身盛合わせ（生食用）  名称 刺身盛合わせ（生食用） 
原材料名 ブリ、マダイ、イカ  原材料名 ブリ（国産）、マダイ（国

産）、イカ（ペルー産） 
内容量 2 人前  内容量 2 人前 
消費期限 ○年○月○日  消費期限 ○年○月○日 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 

                       
 

変更あ

り 

変更あ

り 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

異種混合の食品の具体的な表示例③ 

凡例： 

生鮮食品の横断的事項 生鮮食品の個別的事項 加工食品の横断的事項 

（消費者庁案） 

現行        加工食品  食品表示基準       生鮮食品 

名称 バーベキューセット  【名称、原 牛カルビ・牛タン（オース 
原材料名 牛カルビ、豚バラ、牛

タン、タマネギ、ニン

ジン、ピーマン 

 産地】 
 
 

トラリア産）、豚バラ（国

産）、タマネギ（北海道産）、

ニンジン（千葉県産）、ピ

ーマン（茨城県産） 

内容量 3 人前  【消費期限】 ○年○月○日 
消費期限 ○年○月○日  【保存方法】 要冷蔵（10℃以下） 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 【製造所等 ○○食品株式会社 

の～】 ○県○市 

加工者 ○○食品株式会社 
○県○市 

   

 

（改定案） 

現行        加工食品  食品表示基準       加工食品 

名称 バーベキューセット  名称 バーベキューセット 
原材料名 牛カルビ、豚バラ、牛

タン、タマネギ、ニン

ジン、ピーマン 

 原材料名 牛カルビ（豪州産）、牛タ

ン（豪州産）、豚バラ（国

産）、タマネギ（国産）、ニ

ンジン（国産）、ピーマン 
内容量 3 人前  内容量 3 人前 
消費期限 ○年○月○日  消費期限 ○年○月○日 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 保存方法 要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 

                       
  

変更あ

り 

変更あ

り 

食肉として必

要な表示 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

異種混合の食品の具体的な表示例④ 

凡例： 

生鮮食品の横断的事項 生鮮食品の個別的事項 加工食品の横断的事項 

 

（消費者庁案） 

現行        加工食品  食品表示基準       加工食品 

名称 カット野菜ミックス  名称 カット野菜ミックス 
原材料名 キャベツ、タマネギ、

ニンジン 
 原材料名 キャベツ、タマネギ、ニン

ジン 

内容量 250g  内容量 250g 
消費期限 ○年○月○日  消費期限 ○年○月○日 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 保存方法 

 
要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 

 

（改定案） 

現行        加工食品  食品表示基準       加工食品 

名称 カット野菜ミックス  名称 カット野菜ミックス 
原材料名 キャベツ、タマネギ、

ニンジン 
 原材料名 キャベツ（国産）、タマネ

ギ（タイ産）、ニンジン（国

産） 
内容量 250g  内容量 250g 
消費期限 ○年○月○日  消費期限 ○年○月○日 
保存方法 要冷蔵（10℃以下で保

存すること） 
 保存方法 

 
要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 
加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 
 加工者 ○○食品株式会社 

○県○市 

                       
  

変更な

し 

変更あ

り 
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（別紙１）ＪＡ全農 提出 

カットした単品の生鮮食品の具体的な表示例⑤ 

凡例： 

生鮮食品の横断的事項 生鮮食品の個別的事項 加工食品の横断的事項 

 

（消費者庁案） 

現行        生鮮食品  食品表示基準       生鮮食品 

名称 カットキャベツ  名称 カットキャベツ 

原産地 群馬県産  原産地 群馬県産 

 
 

（改定案） 

現行        生鮮食品  食品表示基準       加工食品 

名称 カットキャベツ  名称 カットキャベツ 

原産地 群馬県産  原材料名 キャベツ（国産） 
内容量 250g  内容量 250g 
   消費期限 ○年○月○日 
   保存方法 

 
要冷蔵（10℃以下で保存

すること） 

   加工者 ○○食品株式会社 
○県○市 

                       
 

変更な

し 

変更あ

り 
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（別紙２）日本チェーンストア協会 提出 
 

「食品表示部会・生鮮食品に関する調査会」における 

「『生鮮食品』と『加工食品』の整理」に対する意見 

 
 

平成２６年２月１９日 
日本チェーンストア協会 
食品委員会委員 宮地 邦明 

 
 
消費者委員会食品表示部会・生鮮食品に関する調査会における「食品表示基準における『生

鮮食品』と『加工食品』の整理」についての議論を踏まえて、以下のとおり意見を提出いたし

ます。 
 
 
１．加工食品と生鮮食品の区分についての考え方について 

 
「加工食品と生鮮食品に該当する食品は、原則として、JAS 法の加工食品と生鮮食品と同様

とする。」との考え方に基づき、「調整や選別という工程を経た食品については（略）生鮮食品

と整理する。」旨の提案がなされました。原則として JAS 法の考え方と同様とするということ

であれば、これまでの考え方に沿って整理を行うことが基本であると考えます。 
また、例えば「調整」とはどこまでの工程を指すのか判断が難しいケースもあり、新しい整

理によって加工食品と生鮮食品の線引きが難しい対象食品が出てくることも想定され、かえっ

て多様な食品の適切な提供に影響するおそれもあります。 
したがって、線引きを厳格に追求するあまり、多様な食品の適切な提供に影響を生じること

のないように、加工食品と生鮮食品の区分にあたってはこれまでの考え方を尊重しつつ、Q&A
の内容を拡充してその中で具体的に例示するなどの柔軟かつ現実的な対応を確保していただく

ようお願いいたします。 
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（別紙２）日本チェーンストア協会 提出 
 
２．【質問２】消費者庁提出資料２０頁の「異種混合」に関して、 

・各々の生鮮食品を単に組み合わせたり盛り合わせただけで、ばらばらに飲食、調理等する

ことが想定されるもの（例：焼肉セットや刺身盛り合わせ）は「生鮮食品」 

・各々の生鮮食品が混合されて、１つの商品としてそのまま飲食調理等されることが想定さ

れるもの（例：サラダミックスや合挽肉）は「加工食品」 

との整理に従い、２２頁及び２３頁のカットフルーツ盛り合わせや刺身盛り合わせ、バーベ

キューセットのように、加工食品から生鮮食品に区分が変わる食品について 

 
上記の異種混合の食品の区分について、生鮮食品を組み合わせた商品の場合、以下の事例の

ように最終商品が生鮮食品なのか加工食品なのかを判断することが難しいものが多数あり、混

乱を招く懸念があります。また、刺身の盛り合わせにおいても、生マグロ（生鮮食品）と蒸し

だこ（加工食品）を混合するような商品もあるため、同じ刺身の盛り合わせでも「生鮮食品の

みの異種混合の場合」は生鮮食品となり、「生鮮食品と加工食品の異種混合の場合」は加工食品

になるものと考えられます。 
現行の JAS 法における加工食品と生鮮食品の区分は、個別の事例の多様性を十分に踏まえて

異種混合は加工食品としており、飲食や調理の仕方によって加工食品と生鮮食品とを区分する

ことには違和感があり、混乱を生じかねません。 
したがって、複数混合の食品は現行どおり加工食品とすべきであり、複数混合の食品を生鮮

食品と加工食品に区分すること自体を慎重に検討していただくようお願いいたします。 
 
（１）いわゆる「のっけ盛り」の例（飲食の時点を想定すれば加工食品と考えられる例） 

いわゆる「のっけ盛り」のように、カットした野菜の上に刺身などを載せて提供する食品

があります。 
「トレイに野菜と刺身を別々に盛り合わせ、食べる際に添付のタレをかけて混ぜて食べる

商品」や「トレイに野菜を敷き、その上に刺身を盛って食べる際に添付のタレをかけて食べ

る商品」等々、同じ「のっけ盛り」のような商品であっても消費者に提供する商品は多種多

様であり、加工食品か生鮮食品かの判断がきわめて難しい商品があります。飲食の時点を想

定して加工食品と生鮮食品の区分を行うことは必ずしも適切とは考えられず、このようにそ

もそも判断が難しい食品の区分については、個別の事例の多様性を十分に踏まえて慎重に検

討していただくようお願いいたします。 
 
（２）刺身の盛り合わせの例 

刺身の盛り合わせを生鮮食品とした場合、名称、原産地、養殖、解凍の表示が必要になり

ますが、現場では決まった魚種・産地のもののみを盛り合わせるわけではなく、その日の魚

の入荷状況や鮮度、品質により、盛り合わせの構成や産地が変わってきます。１日の中で、

同じ魚種であっても産地や、養殖か否か、解凍か否かで異なったものを原料として盛り合わ

せる場合もあります。消費者にとって満足感のある組み合わせ、価格設定、鮮度の良さなど、
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（別紙２）日本チェーンストア協会 提出 
 
現場の判断によってその組み合わせは多種多様に変わり、競合の中で創意工夫を図っている

ところでもあります。 

このように、入荷の状況などによって原産地は日々刻々変更が生じる上に、複数の魚種を

提供しようとして、2 点盛り、5 点盛り、10 点盛りと盛り合わせの点数が増えるにつれて魚

種と原産地の組み合わせはさらに多種多様となります。これらの原産地を容器包装（商品ラ

ベル）に表示する場合には、システム上事前登録が必要であり、その膨大な組み合わせ数か

ら、技術的にも作業的にも対応はほとんど不可能であるといわざるを得ません。個々の容器

包装に正確な表示を行うことは困難であり、現状行われているようなボードによる表示は現

実的かつ有効な対応と考えられます。 
このような困難な対応を基準に置くことによってかえって表示の間違いを誘発し、消費者

の信頼を損なう結果になりかねないと考えます。 
平成 24 年 7 月一部改正「加工食品品質表示基準改正（原料原産地表示等）に関するQ&A」

の（問 22-3）（P77）においても、これまで、 
●刺身盛り合わせについては、 

①「2 点盛り」、「5 点盛り」、「10 点盛り」等、その組合せは多種多様であり、50％以上を占

める原材料が存在しないケースが多いこと 

②これらの原産地を容器包装に貼付するラベル上に表示することは、技術上、作業上の観点から

不可能であること 

などから、原料原産地表示の対象とはされていない。 

●刺身盛り合わせについては、水産庁が作成した「刺身盛り合わせの原料原産地等表示自主指針」

（平成 15 年 6 月）による表示（ボードやパネル等による記載。）を参考とし、事業者が自主的

に表示を行うことが望ましい。 

とされてきました。これまでの取り組みの成果を踏まえて、現実的な対応としてボード等に

表示することも可能になるように柔軟な対応を確保していただくようお願いいたします。 
さらに、刺身のツマの取扱いについても、平成 24 年 7 月一部改正「生鮮食品品質表示基

準 Q&A」の（問 35）（P20）において、 
●マグロ単品の刺身にツマ、大葉が添えられている場合、全体としてこれが一つの生鮮食品であり、

主たる商品であるマグロについてのみ名称及び原産地の表示が必要であり、その他の表示は不要 

とされてきました。このような経緯も十分に踏まえて、主原料以外への表示については拙速

に適用されることのないように慎重な検討をお願いいたします。 

 

（３）その他の例 

上記と同様に、店内加工のカットフルーツや、炒め用セットの中の少量の野菜などについ

て、商品ラベルなどに産地表示を行うことは困難との声もあり、中小事業者を含めた実行可

能性の確保と誤表示の防止の観点から慎重に検討する必要があります。 
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（別紙２）日本チェーンストア協会 提出 
 
３．その他；ラベルレイアウトとの関係について 

 
表示基準に関する現在の議論において、適切な整理をめざすことはきわめて重要なことであ

ると理解していますが、一方で、「どこに（どの表示媒体に）、どのような方法で表示するか」

については議論の緒についていません。 
実際に店内加工する食品に貼付するラベルには、ソフトウェア、ハードウェア双方から一定

の制約があり、これらを考慮しないままに表示事項の議論が進んでも現実的ではないものと考

えられます。 
一括欄への表示か、複数箇所または複数媒体への表示か、文字のポイントはどこまで拡大す

るのか、その際に表示の優先順位をどのように考えるかなどの多様な観点を踏まえた議論が必

要であり、このような具体的な表示媒体、表示方法を考慮した包括的な議論に早期に取り組ん

でいただくようお願いいたします。 
 

 

 

 

以上 
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（別紙３）一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局 提出 
 
●カットフルーツ盛り合わせについては、これまで加工食品として義務付けられていた表示項目（内容量、消費

期限、保存方法、加工者）は必要。特に消費期限、保存方法、加工者の情報は 安全性確保の観点 から、必須で

ある。カット野菜、カットフルーツによる食中毒の報告は少なくなく、消費者が適正に使用し、事故が起こった

時の加工者の名称・連絡先も必要。 
 
＊バーベキューセットや刺身盛り合わせなど、肉類、魚介類を含む変更案に関しては、加工食品から生鮮食品に

区分が変更されることで、原産地表示の義務付けと、内容量表示が義務付けから外れるという事務局案に対して

は、消費者にとって必要な情報は異なるのでこれをどう受け止めるかは一様ではない。 
 
＊同じ異種混合でも、「組み合わせ」と「混合盛り合わせ」によって、表示項目が異なるという区分が、消費者

の観点からは、わかりにくい。 
 
組み合わせ（生鮮） 混合盛り合わせ（加工） 問題点 
カット野菜 
（キャベツと人参分けて） 

カット野菜ミックス 
(キャベツと人参が混ざる) 

カット野菜の間に仕切りがなかったり、ドレッ

シングを入れてしまえばすぐ盛り合わせ？ 
刺身のつま 
（大根、ニンジン別々） 

刺身のつまミックス 
（大根の千切りの中に人参

の千切りが混ざる） 

どうして表示が異なるのかわかりにくい 

肉入り鍋セット 
（肉、野菜など） 

肉団子鍋セット 
（肉団子、野菜） 

同上 

バーベキュー野菜セット 
（玉ねぎ、にんじん） 

野菜セット 
（玉ねぎとにんじん混ざる） 

同上 

サラダ 
（大ぶり野菜組み合わせ） 

サラダ 
（大ぶり野菜ミックス） 

一個一個はしでつまめるという状況は同じなの

に、表示が異なる？ 
カットフルーツ 
（メロン、スイカ分けて） 

カットフルーツミックス 
（メロンとスイカが混ざる） 

同上 

刺身盛り合わせ 
（ぶり、まだい、いか） 

カルパッチョセット 
（ぶり、まだい、いかの混合

盛り合わせ） 

同上 

挽肉セット（豚ひき肉と牛挽

肉別々のセット、実際商品が

あるかどうかは微妙だが） 

合いびき肉 そもそも豚ひき肉と合いびき肉の区分が違う！

という提案は判りにくい 

 
●上記のように、現在の異種混合の組み合わせを加工から生鮮に変更しても、生鮮と加工の線引きがわかりにく

いものが残る。 
●消費期限、保存方法、加工者といった 安全性確保に関する表示は、どんな消費者にとっても必要な情報である。 
●生鮮に変更することで、たとえばカットフルーツの原産地を義務付けることに変更となると、インストア加工

の場合は最初にラベルを印刷したりするので、臨機応変に産地の変更に対応できなくなり、定番商品しか店に並

ばなくなり消費者の選択の幅が狭まる可能性が高くなる。 
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